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平成２３年１１月２４日 

株式会社ケイ・オプティコム 

 

第１９回接続委員会の議論を踏まえた質問事項に対する回答 

 

質問① 

分岐単位接続料の設定について第１９回接続委員会において示された各社の見解に対し、

御社の見解・反論をお聞かせ願いたい。 

 

回答① 

弊社は、関西の９割以上の世帯に対し、自ら敷設した光ファイバを用いて、ＦＴＴＨサ

ービスを提供している事業者としての立場から、妥当性を欠く光ファイバ接続料の設定に

繋がる制度の導入には反対いたします。 

 弊社は平成２３年２月２２日に、接続委員会の場で発言をする機会をいただき、その場

において、ＯＳＵ共用による分岐単位接続料制度の問題を２点指摘し、反対の立場を表明

いたしました。 

まず１点目の問題としては、接続事業者が一部の設備コストしか負担せず、ＮＴＴ東西

殿にコストをつけ回すことが挙げられます。この問題は、接続事業者とＮＴＴ東西殿だけ

の間に留まらず、自らリスクを取って設備投資した地域アクセス系事業者・ＣＡＴＶ事業

者など全ての設備事業者が、借りるだけの接続事業者に対して極めて不利な競争を強いら

れることにあります（図１）。 

図 1．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料４頁より） 

ケイ・オプティコム回答 
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２点目の問題として、設備を共用することで、どの事業者にも技術革新に対するインセ

ンティブが働かず、その結果、光アクセス網の進化が停滞することが挙げられます。光信

号の伝送技術は、現在のものが最終形態ではなく、今後の革新によってさらなる高機能化

が期待されます。そのような中、技術革新の阻害に繋がる政策の導入には、設備事業者と

して断固反対した次第です（図２）。 

 

図 2．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料５頁より） 

 

これらは、ＯＳＵ共用のみならず、それに類似した制度（ＧＣ接続類似機能、ファイバ

シェアリング、波長重畳接続機能）のいずれを導入した場合にも同様に発生する、解決し

難い大きな問題です。 

以上の理由から、第１９回接続委員会において各社が示した分岐単位接続料設定に繋が

るいずれの諸制度案に対しても、弊社は反対です。 

 現行の一芯単位接続料制度を活用し、ＫＤＤＩ殿は全国で「ａｕひかり」サービスを展

開されており、第１８回接続委員会で公表されたデータによると、同社ＦＴＴＨサービス

の加入者数は約２０７万件（２０１１年９月現在）、市場シェアは８．８％（２０１１年６

月現在）に達しています。この事例が示すとおり、現状においても、競争環境は正当に機

能しており、分岐単位接続料制度には全く合理性が無いと弊社は考えております。 

 なお、設備更新が停滞するおそれがある点で弊社は積極的には賛成しかねますが、希望

する接続事業者同士でコンソーシアムを組み、ＯＳＵを共用することでＦＴＴＨ事業に参

入することは、現行の制度下でも可能です（図３）。 
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このような取り組みを十分に検討しないまま、安易に制度変更を行い、公平な競争環境

を歪めることは、これまで自らリスクを取って設備投資し、地域のブロードバンド化推進

に寄与してきた、地域アクセス系事業者やＣＡＴＶ事業者の努力の否定に繋がるものであ

り、弊社としては到底許容できるものではありません。 

コスト負担の点で公平性が高く、競争条件を歪めない点において、弊社は現行の一芯単

位の接続料設定制度が最も合理的な制度であると考えております。 

  

図 3．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料７頁より） 
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質問② 

 現行のシェアドアクセス方式による一芯単位接続料の料金水準及び当該接続料が低廉化

傾向にあることを踏まえれば、光配線区間の適正化を図り、１光配線区画あたりの世帯数

を平均的な世帯数（ＮＴＴ東日本殿：５０世帯、ＮＴＴ西日本殿：４０世帯）並みに近づ

けることにより、接続事業者は一芯借りによりＦＴＴＨサービスのビジネスで採算を取る

ことも十分可能ではないかという趣旨の指摘がなされている点に関して、御社としてどの

ようにお考えであるかご教示頂きたい。 

 

回答② 

 弊社は、配線ブロックの見直しは、設備の収容率を高める点では有効にはたらく可能性

はあるものの、実際に設備構成を見直す場合、以下の２点において課題があると考えてお

ります。 

 ①配線ブロックの統合によりファイバ敷設距離が長くなることで、工事にかかる費用が 

増えたり、開通までに要する期間が長くなったりする等、利用者が不利益を被る可能 

性がある点（図４） 

 ②配線ブロックの不均衡さは地域事情が大きく反映される可能性が高いため、ブロック 

あたりの戸数が少ない地域を中心に事業をしている地域アクセス系事業者・ＣＡＴＶ 

事業者等は、実際には配線ブロック見直しによりコストが増加するにも関わらず、全 

国平均化されることで当該地域のＮＴＴ殿光ファイバの接続料が見かけ上安くなるこ 

とも想定され、不利な競争条件を強いられることとなる点 

 また、コスト発生を避ける意味で、実際には設備変更を行わずに、精算処理等によって、

図 4．配線ブロック見直しの課題 



5 
 

配線ブロックの見かけ上の変更を行う方法等も考えられますが、この場合、実際に設備構

築する際にかかる費用が正しく接続料に反映されず、結果的に自ら投資する設備事業者が、

借りるだけの接続事業者に対して不利な競争条件を強いられることが問題になります。 

配線ブロックの見直しについては、光回線・ＯＳＵ等の費用を含めた総合的なコストが、

見直しの結果として削減できるエリアについては通常の設備構築手法として行うべきです

が、費用増となるエリアに対してまで見直しをし、当該コストを一方的に設備事業者が負

担することは、弊社としては反対です。 
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質問③ 

 第１８回接続委員会において、「接続事業者の希望する接続料水準は、現在のドライカッ

パ接続料を想定した、現行の加入光ファイバ接続料約３０００円の半分というものであり、

この料金水準であれば、１芯単位接続料であっても、配線ブロックの適正化により１配線

ブロック当たりの戸数が６０戸に近づけばビジネスとして成立し得る。また、配線ブロッ

クの適正化が実現されるまでの時間を稼ぐために、他の手法を組み合わせるという考え方

もあり得るのではないか。」という指摘がなされている点に関して、御社としてどのような

見解をお持ちであるかご教示頂きたい。 

 

回答③ 

 弊社は平成２３年２月２２日に、接続委員会の場で発言をする機会をいただき、光イン

フラ事業者の投資インセンティブを阻害することのないよう、適正に設備コスト等を反映

した接続料設定が必要であると主張いたしました（図５）。 

 メタル回線と光ファイバは材料や敷設工法が全く違うため、設備コストは当然に違った

ものとなります。接続事業者の希望する「現行の加入光ファイバ接続料の半分」という主

張は、本質的に違うものを比較したものであり、何の合理性もありません。 

 

 また、配線ブロックの適正化が実現されるまでの時間を稼ぐために、他の手法を組み合

わせるという考え方については、接続料の一時的な値下げや、分岐単位を４／８のように

恣意的に設定する案等が委員会の中で提案されておりますが、仮に一時的な措置であった

としても、公平な競争環境を阻害する制度の導入には弊社は断固反対いたします。一旦、

図 5．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料２頁より） 
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そのような合理的でない制度が導入されれば、事後的に制度を改めることは極めて困難で

あり、これまで自らリスクを取って設備投資をしてきた地域アクセス系事業者やＣＡＴＶ

事業者は、借りるだけの接続事業者に対して不利な競争を強いられることとなります。 

適正に設備コストを反映した結果、光ファイバ接続料が低廉化することは、情報通信事

業の持続的な発展のためにも、あるべき方向性と考えますが、設備コストと乖離した接続

料設定は、設備競争を否定し、ひいてはサービスの多様化・高度化や普及率向上の停滞に

繋がるという点を、十分考慮いただきたいと考えております。 
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質問⑩ 

 分岐単位接続料設定に関し現在接続事業者から示されている上記の要望についていずれ

も困難な点があるということであれば、御社としてどのような代替案が想定されうるかお

示し頂きたい。 

 

回答⑩ 

現行の一芯単位接続料制度を活用し、ＫＤＤＩ殿は全国で「ａｕひかり」サービスを展

開されており、第１８回接続委員会で公表されたデータによると、同社ＦＴＴＨサービス

の加入者数は約２０７万件（２０１１年９月現在）、市場シェアは８．８％（２０１１年６

月現在）に達しています。この事例が示すとおり、現状においても、競争環境は正当に機

能しており、分岐単位接続料制度の検討には全く合理性が無いと弊社は考えております。 

 なお、設備更新が停滞するおそれがある点で、弊社は積極的には賛成しかねますが、希

望する接続事業者同士でコンソーシアムを組み、ＯＳＵを共用することでＦＴＴＨ事業に

参入することは、現行の制度下でも可能です（図３）。このような取り組みを十分に検討し

ないまま、安易に制度変更を行い、公平な競争環境を歪めることは、これまで自らリスク

を取って設備投資し、地域のブロードバンド化推進に寄与してきた、地域アクセス系事業

者やＣＡＴＶ事業者の努力の否定に繋がるものであり、弊社としては到底許容できるもの

ではありません。 

また、一部の接続事業者は、サービスレベル維持や故障対応時のフロー等に関して、Ｎ

ＴＴ東西殿と同じ運用ルールに則った形でＯＳＵを共用する案を希望されていますが、こ

の形態であれば現状のＩＳＰ事業とほぼ同じであり、既に事業参入にかかる環境は整備さ

れていることから、分岐単位接続料制度の検討は全く必要ありません。 

コスト負担の点で公平性が高く、競争条件を歪めない点において、弊社は現行の一芯単

位の接続料設定制度が最も合理的な制度であると考えております。 


